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◉ 見やすい場所に貼ってお使いください。

　７月   　お役立ちカレンダー

日　ＳＵＮ 月　ＭＯＮ 火　ＴＵＥ 水　ＷＥＤ 木　ＴＨＵ 金　ＦＲＩ 土　ＳＡＴ
♥石村嘉成展（6 月
29 日 ～ 8 月 18 日、
P3 参照）

１ ２ ３ ４ ５  ６
❖今月の納期※ 1

❖多喜浜校区まちづく
り 校 区 懇 談 会（6 月 号
P11 参照）

❖船木校区まちづくり
校区懇談会（6 月号 P11
参照）

❖市民課窓口延長 ❖宮西校区まちづくり校
区懇談会（6月号P11参照）
✚集団けんしん

（新居浜公民館、6 月号 P35 参照）
♥ Cu カフェ金曜の夜イベ
ント（P35 参照）

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
♥みなとオアシス認
定１周年記念イベン
ト（P33 参照）
✚集団けんしん

（保健センター、6 月 号
P35 参照）

❖大生院校区まちづく
り 校 区 懇 談 会（6 月 号
P11 参照）

❖市民課窓口延長
✚集団けんしん

（保健センター、P37 参照）
♥人権のつどい日

（P21 参照）

♥ Cu カフェ金曜の夜イベ
ント（P35 参照）

１４ １５　海の日 １６ １７ １８ １９ ２０
❖中萩校区まちづくり
校区懇談会（6 月号 P11
参照）
✚集団けんしん

（保健センター、P37 参照）

❖市民課窓口延長 ♥市立幼稚園・小中
学校第１学期終業式
♥ Cu カフェ金曜の夜イベ
ント（P35 参照）

♥あかがね土曜夜市（P32 参照）
♥喜光地稲荷市（P32 参照）
❖大島地区まちづくり
校区懇談会（6 月号 P11
参照）

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
♥ 第 40 回心身障がい者

（児）福祉の集い（10：00
～ 15：00、障がい者福祉セ
ンター）

✚集団けんしん
（保健センター、P37 参照）

❖別子校区まちづくり
校区懇談会（6 月号 P11
参照）
✚集団けんしん

（高津公民館、P37 参照）

❖市民課窓口延長
❖泉川校区まちづくり
校区懇談会（6 月号 P11
参照）

♥花火大会（P6 参照）
✚集団けんしん

（保健センター、P37 参照）

♥あかがね土曜夜市（P32 参照）

２８ ２９ ３０ ３１ ※ 1 「市県民税（全期・第１期）」納期限
※ 2 「固定資産税（第２期）」「国民健康保険料・後期高齢
者医療保険料（第１期）」「介護保険料（第１期）」納期限
■市民課窓口延長取扱業務 (18:15 まで）
住民票の写し・戸籍関係証明書・税関係証明書（申告が
終了しているもの）・印鑑証明書の交付、印鑑登録業務
　問市民課　☎ 65-1232

♥市民一斉清掃（P20 参照）
♥百縁笑点街＆さ
んさん産直市

❖若宮地区まちづくり
校区懇談会（6 月号 P11
参照）

❖今月の納期※ 2

✚集団けんしん
（船木公民館、P37 参照）

愛媛県子ども医療電話
相談「＃ 8000」または
☎ 089-913-2777

〔平日〕
19:00 ～翌朝 8:00

〔土曜日〕
13:00 ～翌朝 8:00

〔日曜日・祝日〕
  8:00 ～翌朝 8:00

📞 看 護 師 や 医 師 な
どが家庭での応急対
処の方法などについ
て、アドバイスしま
す。

内科・小児科

診
療
時
間

（内科・小児科）     ㈪～㈯     20:00 ～ 23:00
　　　　　　  　   ㈰・㈷        9:00 ～ 17:00
※上記時間帯は小児科医がいない場合もあります。
　電話にて問い合わせてください。

（小児科専門医）     ㈫・㈭　23:00 ～翌朝 6:00
                     ㈪・㈬・㈮・㈯　21:00 ～翌朝 6:00
　　　　　　　　㈰・㈷　18:00 ～ 21:00
※小児科専門医の祝日診療については診療していない日があ
　りますので、新居浜市医師会ホームページ（目次→救急医
　療情報→急患センター）でご確認ください。

場

所

新居浜市医師会内科・小児科急患センター
一宮町 1-13-52（市役所南側）

☎ 32 - 5658
※内科・小児科急患センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。
昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。

外科の休日診療カレンダー
診療時間（9：00 ～ 17：00）

7日㈰ 吉松外科胃腸科 （田所町）☎ 32-5787

14日㈰ 循環器科林病院 （中西町）☎ 43-8383

15日㈪ 大橋胃腸肛門科外科医院 （船木） ☎ 41-8101

21日㈰ 伊藤整形外科クリニック （郷） ☎ 37-7335

28日㈰ 吉井整形外科 （沢津町）☎ 33-4410

ごみ休業日 ごみ減量課からのお知らせ　ごみ減量課 ☎65-1252

○ 29日㈪～ 31日㈬は、清
掃センターの施設点検のた
め、燃やすごみ以外は清掃セ
ンターへ搬入できません。

【施設へのごみ搬入受付時間】
　　　 8:30 ～ 16:00

ごみは、ごみステーションの
ルールを守り、収集日当日に
出しましょう（朝 7:30 まで）。

ごみ収集業務、清掃センター、
最終処分場
７日㈰・21日㈰・28日㈰
○ 14日㈰は、施設への自己
搬入のみ可能です。

大型ごみ受付
☎ 31-5300
開庁日の 8:30~16:00

問最終処分場に搬入できるものには、どのようなものがありますか？

答【一例】
ブロック・コンクリート片・がれき・庭石（それぞれ 30cm 以下）
／土砂（草などを取り除いたもの）／瓦／レンガ／スレート
※家庭から出たものを自己搬入する場合に限り、一世帯あたり年間
　１トンまで。

※点字または声（ＣＤ・テープ）のごみ収集カレンダー、分別
辞典が必要な人は、ごみ減量課までお問い合わせください。

※家電リサイクル法対象品 は収集できません。

■ 防災行政無線自動電話応答システム
 　（全市一斉放送の防災行政無線の内容を確認できます。）
　☎ 050 - 3797 - 2180


